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「食」は、私たちが生きていくために必要不可欠であり、生涯にわたって健康

で生き生きと暮らしていくためには、全てのライフステージで、自分の身体の状

態に合わせたバランスのよい食生活が重要です。 

 ところが、近年「食」をとりまく社会環境は、ライフスタイルや価値観の多様 

化、新型コロナウイルス感染症対策による新しい生活様式への対応などにより大

きく変化しています。不規則な食事や栄養の偏り、肥満や生活習慣病の増加、家

族で一緒に食卓を囲む機会の減少などが問題となっており、その一方で、地産地

消や食品の安全性、食品ロスに対する関心も高まっています。 

 

このような現状や課題を背景に、国は平成１７年に「食育基本法」、令和３年

３月には「第４次食育推進基本計画」を策定しました。食育推進の重点課題とし

て、生涯を通じた心身の健康を支える食育、持続可能な食を支える食育、「新たな

日常」やデジタル化に対応した食育を掲げ全国的な展開を目指しています。 

 

本市では、平成２４年３月に「北広島市食育推進計画」、平成２９年３月に「第

２次北広島市食育推進計画」を策定し、市民一人ひとりが生涯にわたって、健康

で幸せに暮らせるまちを目指して、様々な事業に取り組んできました。今後もよ

り一層、市民の皆様が食に対する知識や選択力を身につけることができるよう、

継続的に取り組むために、この度「第３次北広島市食育推進計画」を策定しまし

た。 

 

この計画では、これまでの取り組みの成果や国の施策を踏まえるとともに、前

計画の考え方を基盤にしつつ、食を通じて健康的で豊かな人間性をはぐくむため、

「健康寿命の延伸につながる食生活」「家族や仲間と楽しく食べる機会」「食を支

える環境や文化への理解」の３つの重点課題の解決に向け、４つの基本目標を設

定し施策を展開していきます。 

今後も、この計画に基づいて、市民をはじめ関係団体との連携・協力のもと食

育の取り組みを実践していきたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力

をよろしくお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、アンケート調査やパブリックコメントなどを

通じて、貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆様をはじめ、食育推進

懇談会委員の皆様、ご協力いただきました皆様に心より感謝を申し上げます。 

 

令和 4年 3月 

北広島市長  上野 正三 

は じ め に 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

  

食育基本法では、食育を「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の

基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する

知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間

を育てること」としています。 

 すべての人々が、生涯にわたって健康で生き生きと暮らしていくためには、バ

ランスのとれた食生活が重要です。 

 しかし、食に関する人々のライフスタイルや価値観の多様化と、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大により新しい生活様式を取り入れる中で、食を取り巻

く社会環境が大きく変化しており、健全な食生活を実践することが困難な場合

も増えています。 

 これが、エネルギーや食塩等の過剰摂取、野菜の摂取不足等の栄養の偏り、朝

食の欠食といった不規則な食事等による肥満、生活習慣病の増加、過度の痩身志

向といった健康問題を引き起こし、「食」に対する意識の希薄化につながってい

ます。 

また、食についての情報が社会に氾濫しているため、食に関する正しい情報

を適切に選別し、活用することがなかなか困難な状況にあり、食品の安全性に関

わるさまざまな問題等も発生しています。 

 令和３年３月に策定された、国の「第４次食育推進基本計画」では、健康寿命

の延伸が国民的課題であり、その解決のために生涯を通じた食育を推進するこ

と、子どものうちに健全な食生活を確立することが重要だと強調されています。 

 今こそ、市民一人ひとりが、「食」に関する正しい知識をもち、生涯を通じ自

分の身体の状況に合わせて、「何を」「どれだけ」食べるのか、といった健全な食

のあり方を学ぶことが求められています。 

 本市では、これまで「北広島市食育推進計画」「第２次北広島市食育推進計画」

を策定し、「北広島市健康づくり計画」「北広島市データヘルス計画」等の計画と

連携して食育施策を推進してきました。 

社会情勢の変化や本市の食育状況、これまでの取り組みの評価を踏まえ、新た

に取り組むべき課題に対応し、引き続き本市における食育に関する施策を総合

的に推進するため、「第３次北広島市食育推進計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

  

本計画は、「第４次食育推進基本計画」及び「第 4次北海道食育推進計画」を

基本とし、「北広島市第 6次総合計画」を上位計画として、「北広島市健康づくり

計画（第 5次）」等の関連計画との整合性を図りながら、総合的かつ計画的に食

育を推進していく計画として策定するものです。 

 また、「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」は、「誰一人取り残さない」

社会の実現を目指すため、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」を掲げています。

食育と関係が深い目標は、「目標 2．飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改

善を実現し、持続可能な農業を促進する」、「目標 4．すべての人々への包摂的か

つ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」、「目標 12．持続

可能な生産消費形態を確保する」などがあります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育基本法 

第４次食育推進基本計画 

（令和 3～7年度） 

第４次北海道食育推進計画 

（平成 31～令和 5年度） 

第３次北広島市食育推進計画 

（令和 4～令和 8年度） 

北広島市第 6次総合計画 

・北広島市健康づくり計画（第 5次） 

・北広島市第 2期データヘルス計画 

・第 2期北広島市子ども・子育て支援

プラン 

・北広島市高齢者福祉計画・第 8 期 

介護保険事業計画 

・北広島市教育振興基本計画推進計画 

整合 

参考「食育基本法」抜粋 

（市町村食育推進計画） 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県

食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推

進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 

 

 ２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村食育推進計画を作成

し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 
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３ 計画の期間 

 

本計画の期間は、「北広島市健康づくり計画（第 5 次）」との整合性を図るた

め、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。なお、急激な社会情勢の

変化等が生じた場合には、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 食を取りまく現状  

  

ライフスタイルや価値観の多様化等を背景に、食の多様化もさらに進展して

います。市では、「北広島市食育推進計画」及び「第２次北広島市食育推進計画」

を策定し、食育に関する取り組みを推進する中で、家庭や学校等において、食育

は確実に浸透してきました。 

 しかしながら、食生活の乱れに起因する生活習慣病等の有病者の増加、各世代

での朝食欠食、子どもの「孤食」が依然として見受けられることなど、食をめぐ

る諸課題への対応の必要性は、なお高い状況が続いています。一方で、新型コロ

ナウイルス感染症対策で「黙食」が推奨される等、社会情勢に応じた対応も求め

られています。 
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1 市民の健康状態 

 

（１） 市民の健診結果や死因の特徴 

 北広島市国民健康保険特定健康診査（以下「特定健診」という。）の結果から

は、市民が抱えている生活習慣病の特徴がわかります。 

本市は、全国や北海道と比べ、空腹時血糖が基準値以上の方や、尿酸値が高い

と判定される方が多いことが特徴です。高血糖や高血圧、高尿酸、高脂質になる

ことで、血管内皮が傷つき、動脈硬化を進め、微細な血管が集合している脳・心

臓・腎臓に影響を及ぼします。 
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19.0%
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心電図

eGFR

クレアチニン

LDLーC

拡張期血圧

収縮期血圧

尿酸

随時血糖

HbA１ｃ

空腹時血糖

HDL-C

ALT（GPT）

中性脂肪

腹囲

BMI

図表1 令和元年度特定健診有所見割合

北広島市 北海道 全国 KDB（国保データベース） 
 

BMI ：体格指数 18.5未満はやせ、25.0以上は肥満と判定します。 

ALT（GPT） ：肝臓に障害があると値が上がります。 

HDL－C ：善玉コレステロール 動脈硬化を抑制します。 

HbA１c ：過去 1～3か月の血糖状態から、糖の代謝を見ます。 

LDL－C ：悪玉コレステロール 動脈硬化を促進します。 

クレアチニン ：身体の老廃物で、腎機能が低下すると血液中に増えていきます。 

eGFR ：推定された腎臓のろ過量です。60未満で「慢性腎臓病」の目安になります。 
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脳・心臓・腎臓の疾患で死亡する割合は、全国の人口 5万人から 10万人未満

の同規模市と比べて低いですが、脳梗塞や心筋梗塞、人工透析を発症する前の血

管変化をみる健診項目では、eGFRで有所見を示す割合が、全国・北海道と比べ

て高い状況です。 

これらの疾患を予防するためには、健診結果から自分の血管の状態を理解し、

必要な栄養素をバランスよく摂るための食事が重要です。特定健診は 40歳から

74 歳までが対象ですが、食習慣は親から子へ受け継がれていく習慣です。その

ため、特定健診後の保健指導のみならず、妊娠期、乳幼児期、学童期からの食生

活を見直すことにより、長期的な視野に立った生活習慣病の予防を行うことが

大切です。 

 

 

図表２ 令和元年度 死亡原因  

死亡の状況 
北広島市 同規模市平均 

実数（人） 割合（％） 実数（人） 割合（％） 

死

因 

がん 200 57.8 54,015 48.6 

心臓病 86 24.9 31,129 28.0 

脳疾患 35 10.1 17,264 15.5 

糖尿病 6 1.7 2,117 1.9 

腎不全 8 2.3 3,726 3.3 

自殺 11 3.2 2,980 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDB（国保データベース） 
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（２） 市民の体格 

 BMI（体格指数）は、「体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）」で計算し、18.5

未満は「やせ」、18.5～24.9 は「標準」、25.0 以上は「肥満」と判定します。 

「肥満」と判定される方は、図表 1 では北海道と比べて低い割合となってい

ます。しかし、本市の「肥満」割合を経年でみると、男女ともに年々増加してい

ます。さらに、地区別で見ると、地区ごとに特徴があることが分かります。 

肥満は、糖尿病、高血圧、心筋梗塞や脳卒中などの生活習慣病をはじめ、各種

がんなど、さまざまな病気の要因になることが分かっています。 
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図表3 特定健診結果 BMI25以上の割合

総数 男 女

北広島市国民健康保険特定健康診査結果 
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23.5%
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26.1%

24.1%

22.6%

24.6%
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24%
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28%
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40%

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

図表4 地区別 BMI25以上の割合

東部地区 団地地区 大曲地区 西部地区 西の里地区
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 その一方で、若い女性の極端な痩身傾向についても問題になっています。なか

でも、妊婦のやせは、低出生体重児の要因になると言われており、低出生体重児

は、将来の生活習慣病を発症しやすいことがわかっています。また、妊婦の肥満

は、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病の発症率が高まり、妊婦や胎児へのリスクが

高くなります。 

妊婦が安全に妊娠を継続し、健やかな子どもを出産するためには体重管理が

重要です。市では、妊娠届出時やマタニティスクールなどを通じて、妊婦の栄養

指導に取り組んできました。やせの妊婦と肥満の妊婦の割合はおおよそ横ばい

で経過しています。 
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図表５ 非妊娠時の妊婦の肥満・やせの割合

BMIやせ18.5未満 BMI肥満25.0以上

北広島市妊娠届出時アンケート 

コラム：胎児の生活習慣病予防 

 赤ちゃんは、お母さんのおなかの中で、針の穴ほどの受精卵の大きさから、約

3，000ｇまで大きくなって生まれてきます。たくさんの栄養をおなかの中でも

らいますが、もしおなかの中でもらえる栄養が少なかったらどうでしょう。赤

ちゃんは、優先的に「脳」に栄養を送り、妊娠中は胎盤が役割をしてくれる腎

臓、肝臓、肺や、少なくても生命に直結しない筋肉や脂肪をつくることを後回

しにします。さらに、少ない栄養で大きくなれるように代謝のシステム自体を

入れ替えるそうです。 

 少ない栄養で大きくなれる代謝システムをつくった赤ちゃんは、生まれてか

ら肥満になりやすくなり、将来の生活習慣病になるリスクが高くなることが分

かっています。胎児の頃から生活習慣病予防は始まっています。 
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子どもの体格を見ると、男子は小学 5 年生、中学 2 年生ともに、肥満の割合

が増えています。特に中学 2 年生は、平成 30 年度と令和元年度を比べると、2

倍近く肥満の割合が増えています。一方、女子は、小学 5年生のやせの割合が前

年よりも増加しました。 

子どもの食は親の食習慣を受け継いでいることが多いですが、年齢が上がる

につれ、自分で食を選択するようになっていきます。親世代への食の学習を継続

するとともに、子ども自身が、将来の自分の健康のために正しく食を選択できる

ような学習を継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢期の適切な栄養摂取は、生活の質（QOL）のみならず、身体機能を維持し

生活の自立を確保する上でも極めて重要です。本市では、令和 3 年度から後期

高齢者健診でアルブミン値の血液検査を追加しました。今後は、結果を見ながら、

効果的な対象に保健指導ができるよう検討していきます。 

 

 

1.6%

2.8%

7.0%

4.1%
4.2%

2.6%

3.0%

3.0%
3.1%

4.2% 4.4%

4.1%

0%

2%

4%

6%

8%

H29年度 H30年度 R１年度

図表７ 女子やせの割合

小学5年生 中学２年生

小学5年生道平均 中学2年生道平均

 

10.0%

11.7% 13.0%

6.9%
6.4%

13.2%

14.3% 14.4%

15.9%

9.8%
10.0%

10.8%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

H29年度 H30年度 R１年度

図表６ 男子肥満の割合

小学5年生 中学2年生

小学5年生道平均 中学2年生道平均

令和元年度全国体力・運動能力運動習慣等調査〔結果〕 
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（３） 幼児の歯の状況 

 生涯を通じて健康で楽しい食生活を送るためには、幼児期から歯の健康につ

いて望ましい習慣を身につけることが大切です。幼児期のむし歯の大きな要因

としては、間食の内容や回数、食事の摂り方等が考えられます。本市のむし歯の

罹患率はこれまで全国や北海道よりも低い割合でしたが、令和元年度は全国の

平均を上回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.0% 15.8%

14.4%
13.2%

11.9%

18.3%
17.1%

16.0%

14.3%

12.8%15.4% 15.2%

15.3%

9.8%

12.0%

0%

5%

10%

15%

20%

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

図表8 3歳児健診むし歯有病率

全国 北海道 北広島市

厚生労働省：地域保健・健康増進事業報告 

コラム：アルブミン 

 私達の血液の中には、１００種類以上のたんぱく質があります。その中で、最

も多く含まれているたんぱく質の名前がアルブミンです。 

 アルブミン値が低いと、栄養状態がよくないと聞きますが、身体の中で炎症を

起こすような病気、怪我、がん、肝疾患や腎臓疾患でもアルブミン値は低くなり

ます。 

 なぜアルブミン値が低いかを知るためには、アルブミン値だけではなく、他の

血液検査データや生活習慣をつなげて考え、自分の身体の中で何が起こっている

かを探ることが必要です。 
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２ 食生活の現状 

 

（１） 世帯構成の変化 

 平成 20年度から見ると、世帯数は増加していますが、１世帯あたりの人員は

減少が続いています。令和 3年 10月 31日現在の高齢化率が 33.3％であること

も含めて考えると、世帯の核家族化や高齢者世帯、単身世帯の増加が進んでいる

ことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,550 25,830 25,996 26,151 26,317 26,560 26,776 26,913 27,161 27,397 27,570 27,800 28,023

2.38 
2.35 

2.33 
2.31 

2.28 

2.25 
2.22 

2.20 
2.17 

2.14 
2.12 

2.09 
2.07 

1.90

1.95

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

24,000

24,500

25,000

25,500

26,000

26,500

27,000

27,500

28,000

28,500

（世帯） （人）図表9 世帯数および１世帯あたり人数

世帯数 １世帯あたりの人数

北広島市統計（各年 3月） 
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（２） 朝食の摂取状況 

現代の食生活において問題になっていることの代表的なものに朝食の欠食

があります。朝食の欠食は、かえって昼食・夕食の食事摂取量が多くなり、過

食につながったり、栄養バランスが悪化することから、生活習慣病の発症を助

長すると指摘されています。また、朝食を欠食する子どもは、「疲れる」、「イ

ライラする」等不調を感じる割合が高いといわれていることから、子どもの頃

から朝食を摂る習慣を継続していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食を「ほとんど食べない」割合は、学年が上がるにつれ多くなります。小

中学生が朝食を食べない理由としては、「食欲がない」「時間がない」が多くを

占めており、さらに、就寝時刻が遅い子どもの方が、早い子どもと比較して朝

食摂取頻度が低いことから、小中学生の起床から就寝までの一日の生活リズム

と深い関係があることがわかってきています。また、人数は少ないですが、各

学年とも「用意されていない」と回答した子どももおり、課題として捉えてい

ます。小学 2年生で「太りたくない」と回答した人数が突出しており、健康や

身体への考え方についても継続した学習が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.8%

81.9%

77.9%

18.4%

14.6%

17.8%

2.0%

3.5%

4.3%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学2年生

（N＝358）

小学5年生

（N＝487）

中学２年生

（N＝443）

図表10 朝食を食べる頻度（学年別）

必ず食べる 時々食べる ほとんど食べない 無回答

 

27
22 20

7 9

40
47

11
3 3

54 53

10 7 6

0

20

40

60

食欲がない 時間がない 太りたくない 用意されていない その他

（人） 図表11 朝食を食べない理由

小学2年生

（N＝76）

小学5年生

（N＝88）

中学２年生

（N＝98）

R3 アンケート結果 

R3 アンケート結果 
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各世代における朝食を欠食する人の割合については、18～29 歳でピークと

なっています。親世代が欠食する結果、子どもも欠食すると考えられます。ま

た、60歳以上では、欠食率が低くなりますが、80歳以上で欠食率が上昇しま

す。加齢に伴う食欲の変化や、環境変化に伴うことが考えられますが、欠食の

理由を把握し、対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学 2年生～中学 2年生：朝食を「ときどき食べない」「ほとんど食べない」と答えた割合 

※18歳以上：アンケートで朝食を「週 3～4日」「週 1回程度」「ほとんど食べない」と答えた割合 

 

0.0%

20.4%
18.1%

22.1%

44.8%

25.9% 25.6%

17.5%

4.2%
1.0%

4.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

図表13 朝食を欠食する人の割合

R3 アンケート結果、R2 3歳児健診問診票 

 

 

R3 アンケート結果 

 

81.2%

17.8%
1.0%

65.2%

26.1% 8.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

就寝時刻

小学2年生

22時より前 22時以降

 

86.7%

10.3% 3.0%

75.9%

19.9%
4.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

朝食を食べる頻度

小学5年生

22時より前 22時以降

 

83.2%

13.4%
3.4%

55.3%
36.5%

8.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中学2年生

０時より前 ０時以降

図表 12 就寝時刻と朝食摂取頻度 

（N＝350） （N＝487） （N＝443） 
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（３） 孤食について 

 同居している家族がいながら一人で食事をすること、または家族が揃わず

別々の時間に食事をすることを「孤食」といいます。孤食は、家族の触れ合いや

団欒が持てないばかりでなく、好きなものだけ食べるという偏食につながりや

すくなります。家族みんなで朝食を摂る小中学生の割合は、学年が進むにつれ低

くなり、一人で食べる割合が高くなっていきます。家庭だけではなく、地域全体

で朝食の孤食率を下げる取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.3%

26.1%

25.7%

34.6%

48.3%

33.4%

18.2%

24.4%

39.7%

1.4%

1.2%

1.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学2年生

（N＝358）

小学5年生

（N＝487）

中学２年生

（N＝443）

図表14 朝食を誰と食べるか（学年別）

家族みんなで食べる だれかと食べる ひとりで食べる その他 無回答

R3 アンケート結果 
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（４） 生活リズムについて 

心身の健康のためには、適切な運動、バランスのとれた食事、十分な休養や睡

眠が大切であり、乳幼児期に望ましい生活リズムをつけ、将来にわたって継続す

ることは、健康づくりの第一歩です。 

 就寝時刻は、年齢が高くなるにつれ遅くなり、朝 7時以降に起きる割合も、年

齢とともに高くなります。勉強や部活、習い事等で就寝時間が遅くなり、十分な

睡眠がとれず、朝起きる時間が遅くなると考えられます。 

 また、3歳児では、夜 22時以降に寝る子どもの割合が、17％を占めています。

就寝時間が遅くなると遅寝遅起きのリズムだけではなく、脳から出される成長

に必要なホルモンの分泌も乱れることから、早寝早起きのリズムが大切です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4%
13.1%

9.5%

25.4% 24.2%

14.0%

41.1%
38.2%

34.5%

19.8% 20.5%

30.2%

1.4%
3.9%

11.1%

1.4%
0.5%

2.5%

0.2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

小学2年生 小学5年生 中学2年生

図表15 小中学生の起床時刻

6時前 6時～6時半 6時半～7時 7時～7時半 7時半～8時 8時～8時半 回答不明

 

25.4%

9.4%

2.3%

35.5%

24.0%

3.6%

24.0%

22.2%

5.4%6.7%

23.2%

14.7%

2.5%

10.3%

17.2%

2.0%

5.3%

24.6%

0.0%

2.9%

13.1%

1.7%
2.7%

19.2%

2.2%

0%

10%

20%

30%

40%

小学2年生 小学5年生 中学2年生

図表16 小中学生の就寝時刻

21時前 21時～21時半 21時半～22時 22時～22時半 22時半～23時

23時～23時半 23時半～0時 ０時以降 未回答

R3 アンケート結果 

無回答 

無回答 
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1.3%

41.2%

50.2%

5.8%

0.6%
0.0% 1.0%

図表17 3歳児の起床時刻

（N＝313）

～5時 6時 7時 8時 9時～ 不定 未記入

 

4.2%

21.5%

57.1%

13.8%

2.6% 0.0% 1.0%

図表18 3歳児の就寝時刻

（N＝313）

～19時 20時 21時 22時
23時～ 不定 未記入

R2 3歳児健診問診票 

コラム：脳の視床下部 

 「視床下部」という言葉を聞いたことはありますか？視床下部はたった5ｇの

脳です。脳の真ん中にあり「食べて」「寝て」「動いて」の日常生活を行うための

生命活動をすべてコントロールしています。 

 視床下部は人間が生まれて生後3か月から4歳までで機能が完成します。朝

起きて日の光を浴びて、腸に食べ物が入ることで、視床下部はしっかり働きま

す。 

 最近の研究で、肥満や動物性脂肪を摂り過ぎると、この視床下部に「炎症」を

起こすことが分かっています。視床下部が元気に働くためにも、バランスのよい

食事は大切です。 
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３ 食を支える環境 

 

（１） 地産地消について 

 地元で生産された食材を利用することは、消費者にとっては「顔が見える関係」

で生産状況が確かめられ、新鮮な食材を使用できるだけでなく、地域の活性化や

自給率の向上につながります。市民アンケートからは、「道内産野菜をよく購入

する割合」は前回よりも減少しましたが、新型コロナウイルス感染症対策で、日

常的な買い物を短時間で済ませる方も多く、産地を意識して選ぶことが難しか

ったことも考えられます。地元の野菜は生産から消費までの期間が短く、新鮮で

栄養価も高いことから、免疫力向上のためにも地元野菜を食べる習慣は大切で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.7%

63.4%

55.4%

24.5%

24.2%

27.8%

1.7%

0.9%

1.2%

12.6%

8.4%

12.1%

1.5%

1.7%

0.9%

1.9%

1.5%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H23年度

（N＝522）

H28年度

（N＝467）

R3年度

（N＝428）

図表19 道内産野菜の購入頻度

よく購入する ときどき購入する 購入しない 産地を意識したことはない その他 未記入

第 2次北広島市食育推進計画、R3アンケート 

コラム：野菜はなぜ身体に必要か？ 

 私たち人間の身体は１つ１つの細胞が集まって出来ています。細胞は古くなる

と新しい細胞に入れ替わりますが、新しい細胞ができるためには必要な栄養素が

あります。主なものはビタミンA、ビタミンC、葉酸が必要です。この栄養素を

多くもっている食べ物が「野菜」です。野菜の種類によって、多くもっているビ

タミンの種類が違います。色々な種類の野菜を食べると、身体の細胞の入れ替わ

りに必要な栄養素がバランスよく摂れやすくなります。 
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（２） 学校給食 

学校給食では、食の重要性とともに地元食材や旬の食材についての知識、理解

を深めるため、栄養教諭等による食育事業や給食時間の教室訪問等、給食を教材

とした専門性を活かした食育指導を行っています。学校給食に地元食材が使わ

れていることを知っている割合は、小中学生ともに前回よりも減少しました。 

自分達が口にする食材が地元で作られたと知ることで、農産物の生産等に携

わる人々の努力や食への感謝の気持ちを育むことができるため、引き続き啓発

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.0%

61.5%

45.8%

47.0%

38.3%

54.2%

1.0%

0.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H２1年度

(N=577)

H28年度

(N=477)

R3年度

(N=845)

図表20 学校給食に北広島産食材が使われているの

を知っている小学生の割合

知っている 知らない 無回答

 

54.0%

68.8%

60.0%

46.0%

31.2%

40.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

H２1年度

(N=173)

H28年度

(N=170)

R3年度

(N=443)

図表21 学校給食に北広島産食材が使われているの

を知っている中学生の割合

知っている 知らない

R3アンケー

ト 

 

第 2次北広島市食育推進計画、R3アンケート 
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４ 食の安全性 

  

食の安全性については、市民の健康と健全な食生活の実現にあたって基本的

な問題であり、市民一人ひとりが正しい知識と理解を深めるとともに、自分の食

生活について、自ら適切に判断し、選択していくことができるように今後も支援

していくことが必要です。 

 

12.5%

19.1%

18.5%

56.1%

49.3%

48.1%

24.9%

24.2%

26.4%

6.1%

6.4%

5.1%

0.4%

1.1%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H23年度

(N=522)

H28年度

(N=467)

R3年度

(N=428)

図表24 食の安全に関する知識

もっていると思う ある程度もっていると思う あまりもっていないと思う

ほとんどもっていないと思う 無回答

第 2次北広島市食育推進計画、R3アンケート 
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第３章 第２次計画の評価 

  

北広島市食育推進計画（第 2次）について、6つの基本目標ごとに評価をしま

す。 

 

１ 家族や仲間と楽しく味わう食の推進 

 

食事を楽しんで食べる「共食」の推進のため、本市では、乳幼児健診や相談事

業での指導、学校や保育園での給食等を通した食育事業、子育て支援センターや

食農教室での体験講座を通して、家族と一緒に食事をすることの大切さを知り、

実践できるように取り組んできました。その結果、「朝食を家族と一緒に食べる

人の割合」は、目標値を達成しました。これは、市民の食に対する意識の変化の

他、新型コロナウイルス感染症対策で、生活習慣が変化し、テレワーク等により

自宅で過ごす人が増えたことが一因と考えられます。 

 しかしながら、「夕食を家族と一緒に食べる割合」は前回値よりもわずかに減

少しました。これは、ライフスタイルの多様化や世帯構造の変化から、家族そろ

って食事を摂ることが難しくなっていることが要因と考えられます。 

また、全国的に貧困の状態にある子どもに対する支援が重要な課題となって

いることも踏まえ、親世代となる 20 歳代から 40 歳代の正しい食習慣の定着を

図りながら、コミュニケーション豊かな食体験にもつながる「共食」を推進しつ

つ、貧困の状態にある子どもへの対策を講じる必要があります。 

 

 

２ 身体と心の健康を維持する食の推進 

  

食の大切さを理解し、健全な食の実践のため本市では、特定健診結果に基づい

た運動や食習慣の改善につながる保健指導を行ったり、乳幼児健診や講座で朝

食を摂る必要性についての啓発に取り組んできました。 

 その結果、「適切な食事、運動等を継続的に実践している人の割合」「ゆっくり

よく噛んで食べる人の割合」は微増しましたが、生活リズムを調整する基本であ

る「朝食を食べる割合」は前回よりも低くなり、いずれも目標は未達成でした。 

 今後は、意識の啓発だけでなく、実践し、結果につながる市民を増やす取り組

みに力を入れていく必要があります。そのためにも、市民一人ひとりの身体の状
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態に合わせた保健指導に力を入れるとともに、妊娠期、乳幼児期から、食生活や

生活習慣を見直す取り組みに力を入れていく必要があります。 

 

 

３ 地元の食文化の理解と伝承 

  

食に対する関心と感謝の気持ちの醸成を図るため、本市では、食農教育の推進

や、生産者と消費者の交流の促進を進めるとともに、「いただきます」「ごちそう

さま」などのあいさつ指導を乳幼児健診の栄養指導の際や、保育園、小中学校で

の給食の時間に行ってきました。 

 その結果、食事の前後にあいさつをする人の割合は、前回値よりもわずかに増

加しましたが、目標は未達成でした。今後も引き続き、家庭、保育園や幼稚園、

学校、地域全体で食に関する関心と感謝の気持ちを育めるよう、機会を捉えて、

啓発に努めていきます。 

 また、食品ロス削減のために行動をしている人の割合は、前回値から大きく増

加しました。市民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続可能な環

境が不可欠であることから、引き続き食品ロス削減のための行動を、市民一人ひ

とりが実践していくことが大切です。 

 

 

４ 地産地消の推進 

 

地産地消の推進を図るため、本市では地産地消料理コンテストや生産者との

交流、保育園給食や学校給食での地場産農産物の活用をしてきましたが、道内産

の野菜をよく購入する人の割合は、前回値よりも減少しました。新型コロナウイ

ルス感染症対策で外出が制限され、品物を選ぶ機会が減ったことが一因と考え

られます。地元で採れる野菜は、鮮度が良いことから、引き続き保育園や学校給

食で地元食材を使用しながら、地元食材の魅力を発信していきます。 
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５ 食べ物の正しい選択や食事づくりの技術の向上 

 

食の安全確保と料理をするための基本的な知識の啓発のため、本市では、保育

園での体験活動や保育園、小中学校で安全で安心な食事を提供してきました。し

かしながら、新型コロナウイルス感染症対策のため、体験活動は令和 2 年度か

ら全体的に中止しています。 

今後も、食の安全に関する知識の習得を促すとともに、デジタル機器等を利用

するなど、情報の発信の方法を工夫しながら、食品の安全、安心に対する適切な

情報提供に取り組んでいきます。 

 

 

６ 地域における食育推進体制の整備 

 

食育について、市民に広く関心をもってもらうため、本市では、保育園、小

中学校での食育教育や食に関するイベントや事業を通して啓発を行ってきま

した。しかし、アンケート結果では、食育の認知度はわずかに減少しました。 

今後も、食育の推進に向けて、家庭、保育園や幼稚園、学校、地域、行政が

主体的に活動を進めながら、連携して食育を推進していきます。 



第2次食育推進計画の評価

基本目標
計画策定時

（H28）
目標値

現状値

（R3）

52.7% 70％以上 72.8% 達成

66.5% 80％以上 65.0% 未達成

63.6% 70％以上 ー 評価できず*

小中学生 84.8% 100% 79.7% 未達成

18歳以上 87.2% 100% 83.4% 未達成

38.8% 45％以上 40.0% 未達成

49.7% 55％以上 50.2% 未達成

小中学生 77.5% 85% 79.2% 未達成

18歳以上 55.9% 65% 57.0% 未達成

79.5% 80％以上 95.0% 達成

4 地産地消の推進 63.4% 70％以上 55.4% 未達成

5 食べ物の正しい選択や

食事づくりの技術の向上
68.4% 80％以上 66.6% 未達成

6 地域における食育推進

体制の整備
55.2% 60％以上 54.2% 未達成

目標指標 達成状況

1 家族や仲間と楽しく味

わう食の推進

・朝食を家族と一緒に食べる割合

・夕食を家族と一緒に食べる割合

・地域で共食したいと思う人が

共食する割合

*新型コロナウイルス感染症対策で共食ができず評価できなかった

・道内産の野菜をよく購入する人の

割合

・食の安全に関して知識をもっている

人の割合

・食育の言葉も意味も知っている人の

割合

2 身体と心の健康を維持

する食の推進

・朝食をとる人の割合

・適切な食事、運動等を継続的に実践

している人の割合

・ゆっくりよく噛んで食べる人の割合

3 地元の食文化の理解と

伝承

・食事の前後に「いただ

きます」「ごちそうさ

ま」のあいさつをいつも

する人の割合

・食品ロス削減のために何らかの行動

をしている人の割合

24
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第４章 計画の理念と進むべき方向性 

 

食育をめぐる現状と課題、国の第４次食育推進基本計画を踏まえ、本市での食

育を効果的に推進するため、基本理念を定め食育を推進します。 

 

１ 基本理念 

 

生きる源である「食」の大切さを理解し、 

生涯を通じて正しく食を選択する力を学びます 

～食を通じた健康的で豊かな人間性のはぐくみ～ 

 

  

食は、人の生命と健康を維持する源です。食べることは、動物や植物の生命を

いただいていることであり、食を大切にすることは命を大切にすることです。ま

た、家族や仲間とともに、おいしく食べることは、私たちに生きる喜びや楽しみ

を与え、心豊かな暮らしの実現につながるものです。 

 市民一人ひとりが、本市の食を支える環境や文化に配慮し、食に関して正しい

知識と判断力で、その時の自分の身体の状態に合わせて必要な食を選択するこ

とで、心身ともに健やかな生活を送ることができることを基本理念とします。 
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２　　計画の体系

基本理念 重点課題

（1）分野別の推進

●生活習慣病の発症・重症化予防

●生活リズムの向上

●歯と口の健康

1　健康のためには食が大切であるこを ●楽しく食事をする習慣づくり

理解し、健全な食を実践する ●道産食材の利用の推進

●食事のあいさつの啓発

●食品ロス削減の推進

●食に関する正しい知識の普及

●朝食摂取への取り組み

●正しい食習慣の定着

2　楽しく食事をとる習慣を身につける ●学校給食の体験

●道産食材への関心の向上

●アレルギー対応給食の提供

●「もったいない意識」の向上

●健康には食が大切という気持ちの醸成

●食育の普及啓発

●子ども食堂との更なる連携

●地産地消の推進

3　道産食材を積極的に取り入れると ●食農教育の推進

ともに食文化を継承する ●食べきり運動の普及啓発

●食品ロス月間の普及啓発

●防災と食に関する啓発

●ボールパークでの食の啓発

（2）ライフステージ別の推進

妊娠期 健康な子どもを産み育てるための身体づくりの推進

4　食に対する感謝の気持ちを忘れず、 乳幼児期 生活習慣の基礎づくりの推進

食への関心を高める 学齢期 規則正しい生活習慣確立の推進

青年期 生活習慣病予防と家庭において子どもたちへの食育を推進する力の育成

壮年期 生活習慣病予防の推進

高齢期 バランスの良い食生活の推進

家庭における
食育の推進

学校、保育園、
幼稚園等における
食育の推進

地域における
食育の推進

生
き
る
源
で
あ
る
「
食
」
の
大
切
さ
を
理
解
し
、
生
涯
を
通
じ
て
正
し
く
食
を
選
択
す
る
力
を
学
び
ま
す

食
を
通
じ
た
健
康
的
で
豊
か
な
人
間
性
の
は
ぐ
く
み

健康寿命の延伸に

つながる

食生活の推進

家族や仲間と

楽しく食べる

機会の増進

食を支える

環境や文化への

理解の推進

連動
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基本理念 重点課題 食育の目標 進むべき方向性
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３　第3次計画の指標

目標 項目 対象 現状値 目標値

適切な食事、運動等を継続的に実践している人の割合 18歳以上市民 40.0% 42.0%

肥満とやせの割合
小学5年生
妊娠届け出時の妊婦
国保特定健診受診者

小5男子肥満　13.0％
小5女子やせ　7.0％
妊娠届出時妊婦肥満　13.0％
妊娠届出時妊婦やせ　16.2％
成人男性肥満　36.0％
成人女性肥満　23.3％

12.0％
6.0％
12.0％
15.0％
35.0％
22.0％

幼児のむし歯の有病率 3歳児 12.0% 10.0%

朝食を毎日食べる人の割合

3歳児
小学2年生
小学5年生
中学2年生
18歳以上市民

3歳児　　　100％
小学2年生　78.8％
小学5年生　81.9％
中学2年生　77.9％
18歳以上　 83.4％

100％
85.0％
85.0％
85.0％
85.0％

朝食をひとりで食べる人の割合
小学2年生
小学5年生
中学2年生

小学2年生　18.2％
小学5年生　24.4％
中学2年生　39.7％

15.0％
20.0％
35.0％

道内産の野菜をよく購入する人の割合 18歳以上市民 55.4% 60.0%

学校給食使用食材に占める道内産食材の比率
（重量ベース）

学校給食センター 50.0% 50.0%

食事のあいさつをいつもする人の割合
小中学生
18歳以上市民

小中学生　79.2％
18歳以上　57.0％

85.0％
60.0％

食品ロス削減のために
何らかの行動をしている人の割合

18歳以上市民 95.0% 95.0%

1 健康のためには食が大
切であることを理解し、

健全な食を実践する

2 楽しく食事をとる習慣
を身につける

3 道産食材を積極的に取
り入れるとともに、食文
化を継承する

4 食に対する感謝の気持
ちを忘れず、食への関心
を高める
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４ 第３次計画における重点課題 

 

（１） 健康寿命の延伸につながる食生活の推進 

 健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期

間をいいます。 

 健康寿命の延伸のためには、生活習慣病の発症予防、重症化予防は重要な課題

です。ライフステージや疾患の状況に合わせて、その時の自分に合った食事量を

知り、栄養バランスのとれた食生活を実践することが重要です。 

 「何を」「どれだけ」食べるとよいかは、年齢や自分の身体の状態に合わせる

必要があることから、健康診査を勧奨します。 

 健康診査を受けた後は、その結果を参考にしながら、各々が自分の身体の状態

に合わせた食生活等の生活習慣改善に取り組むことができるよう支援を強化す

ることで、生活習慣病の発症や重症化を予防し、脳梗塞や心筋梗塞の発症や、人

工透析治療への移行を防ぐことにつながります。 

 また、子ども達は成長発達の過程が著しく、食の形態や必要量も日々変化して

いきます。子どものうちから栄養バランスのとれた食や生活リズムの確立は、将

来の健康の基礎となることから、妊娠期、乳幼児期、学童期からの食生活を見直

すことは、将来の生活習慣病予防につながります。 

 高齢者の低栄養については、実態を把握するとともに、身体機能や生活機能が

維持できるよう支援します。 

 

（２） 家族や仲間と楽しく食べる機会の増進  

 家族や仲間と食事をすることは、コミュニケーションを深め、豊かな食体験に

つながる大切な機会です。また、朝食を食べることは、体内時計がリセットされ、

望ましい生活リズムが身につき、食生活の基礎となります。生活習慣病予防の観

点からも、朝食を摂る習慣を身につける必要がありますが、成人では 20 歳代か

ら 40 歳代の育児をしている親世代で朝食を欠食する割合が高くなっています。

乳幼児期は、大人になるために身体の基礎をつくる大変重要な時期です。食に関

する知識や取り組みが次世代の健康につながるよう、取り組みを強化します。 

 また、近年、高齢者をはじめとする単身世帯やひとり親世帯、貧困の状態にあ

る子どもに対する支援が全国的な課題となっています。世帯構造の変化や家庭

生活の状況が多様化する中で、家庭や個人の努力のみでは、健全な食生活の実践

につなげていくことが困難な状況も見受けられます。新型コロナウイルス感染

症の影響で、地域で集まる機会を確保することが難しい状況にありますが、対応
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を工夫しながら、子どもや高齢者を含むすべての市民に対し、コミュニケーショ

ン豊かな食体験につながる共食の機会を提供できるような食育の推進を、地域

や関係機関と連携して取り組んでいきます。 

 

（３） 食を支える環境や文化への理解の推進 

 北海道は、恵まれた自然環境を活かしておいしく新鮮な食材があり、生産者と

消費者の顔が見える関係が築きやすい等、食育を推進していくために、恵まれた

環境にあり、本市も、北海道稲作の発祥からまちが発展してきた歴史があります。

地元にある食材への理解を深め、利用を促進していくための働きかけを推進し

ていきます。 

 また、従来、家庭を中心に地域の中で共有され、受け継がれてきた伝統や文化

が継承されにくい現状から、伝統的な食文化や行事食が十分に継承されるよう

取り組みを推進します。さらに、生産者を始めとして多くの関係者により食が支

えられていることを理解していく中で、感謝の念を深め、環境にも配慮した食育

を推進していきます。 
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５ 進むべき方向性 

 

（１） 分野別の推進 

重点課題を推進するにあたり、国の食育推進基本計画を参考に、次の 3 つの

分野において、具体的に取り組んでいきます。 

 

① 家庭における食育の推進 

 家庭は、食育を進めるうえで最も大切な役割を持つ場です。食に関する知識や

伝統、文化は、これまで家庭を中心に地域の中で共有され、受け継がれてきまし

た。 

 しかし、ライフスタイルの変化や生活習慣の多様化と合わせて、食のありがた

みの意識が薄れ、家庭で食について教え伝える機会は減少傾向にあります。 

 乳幼児期、学童期に身に付けた食習慣は、大人になってから改めることは難し

いことです。そのため、乳幼児期から家庭を中心にして健全な食生活を身につけ

ることが特に重要です。 

 また、「やせ」や「肥満」の女性が妊娠すると、胎児が低出生体重児で生まれ

るリスクが高くなり、子どもの将来の生活習慣病の発症リスクが高くなります。

そのため、学童期や思春期の食育を推進することは、将来の本人の健康づくりだ

けではなく、次世代への健康にもつながります。家庭において、食育に関する理

解が一層進むことを目指すために、以下の具体的な取り組みを推進します。 

 

 

目標 具体的な取り組み 取り組みの内容 

1 健康のため

には食が大切

であることを

理解し、健全な

食を実践する 

●生活習慣病の 

発症・重症化予防 

・一人ひとりの健康状態に応じた栄養

や運動を学習し実行するために、乳幼

児健診や相談事業、成人の健診の事後

指導の場を利用する。 

●生活リズムの向上 ・乳幼児期から望ましい生活リズムを

習得できるよう、乳幼児健診や相談事

業で、子どもの成長発達に合わせた学

習を継続する。 

●歯と口の健康 ・むし歯予防のためにフッ素塗布を受

ける。 

・食事をよく噛んで食べる。 

・高齢期における歯科健診を受診する 
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2 楽しく食事

をとる習慣を

身につける 

●楽しく食事をする

習慣づくり 

・家族や仲間と楽しく食事を摂る。 

3 道産食材を

積極的に取り

入れるととも

に、食文化を継

承する 

●道産食材の利用の

推進 

・道産食材の利用を促進する。 

・安全な食品を選択できる知識を学習

する。 

4 食に対する

感謝の気持ち

を忘れず、食へ

の関心を高め

る 

●食事のあいさつの

啓発 

・食に対する感謝の気持ちをあらわす

「いただきます」「ごちそうさま」の習

慣をつける。 

●食品ロス削減の推

進 

・家庭におけるごみの減量化と分別を

意識する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：北広島消費者協会 

 北広島消費者協会は、市民が充実した消費生活を営む上で必要である基本的な

知識、暮らしを改善するための情報を提供して、安全・安心な暮らしを目指して

います。 

 食育については、地産地消料理コンテストや環境ひろば、エコ講座、エコクッ

キング、食農教育（親子クッキング）の開催、食品ロスやフードドライブの啓

発、ＳＤＧｓについて子ども達と学習等、食べること、食を支える環境について

幅広く活動しています。 

 また、地元農家と協力しながら、地場産品の育成のための有機農業の取り組み

は、今年で34年目を迎えます。今後も他団体と協力しながら、食育を進めてい

きます。 
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② 学校、保育園、幼稚園等における食育の推進 

 社会情勢の変化やライフスタイルの多様化に伴い、子ども達の食の乱れが問

題になっています。小中学生の朝食欠食者の割合は、各学年とも一定数います。 

 学校や保育園、幼稚園などの集団生活の中で、食について仲間とともに学ぶこ

とは、生涯にわたって健全な食生活を実践する基礎となります。 

 子どもへの食育は、家庭や地域への食育につながっていくことから、家庭や地

域と連携を深めつつ、十分な教育がなされるよう、以下の取り組みを推進します。 

 

目標 具体的な取り組み 取り組みの内容 

1 健康のため

には食が大切

であることを

理解し、健全な

食を実践する 

●食に関する正しい

知識の普及 

・自分の身体と食とを関連して考える

ことができるような学習の継続 

・保護者に対して食に関する情報の提

供や学習の機会を提供 

●朝食摂取への取り

組み 

・朝食を摂取することが、1 日の身体

や脳を動かす基になることの継続的

な学習 

2 楽しく食事

をとる習慣を

身につける 

  

●正しい食習慣の定

着 

・給食やお弁当の時間を中心に、食事

マナーや食習慣を楽しみながら学ぶ

機会の提供 

●学校給食の体験 ・防災食育センターで新入学児童の保

護者に対して食育や給食の学習と試

食体験の充実 

3 道産食材を

積極的に取り

入れるととも

に、食文化を継

承する 

●道産食材への関心

の向上 

・給食での道産食材の利用の推進 

・行事食の体験と継承 

●アレルギー対応給

食の提供 

・食物アレルギーを有する児童に対し

てアレルギー対応の給食の提供 

4 食に対する

感謝の気持ち

を忘れず、食へ

の関心を高め

る 

●「もったいない意

識」の向上 

・食の体験学習や調理実習を通しての

食の理解の向上 

・給食の残食削減 
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③ 地域における食育の推進 

 心身ともに健康でいきいきと暮らしていくためには、世代に応じた継続性の

ある食育を推進することが求められています。そのためには、地域の関係者の協

力を得ながら、社会全体で食育を推進することが必要です。広く食育についての

情報を周知し、関係機関、団体の協力を得ながら、取り組みを推進します。 

 

 

目標 具体的な取り組み 取り組みの内容 

1 健康のため

には食が大切

であることを

理解し、健全な

食を実践する 

●健康には食が大切

という気持ちの醸成 

・地域全体で食習慣と身体の関連につ

いて学習する活動の推進 

2 楽しく食事

をとる習慣を

身につける 

●食育の普及啓発 ・毎年 6月の「食育月間」、毎月 19 日

の「食育の日」の啓発により、「共食」

を推進 

●子ども食堂との更

なる連携 

・子ども食堂で多世代交流しながら食

事をする機会の充実 

3 道産食材を

積極的に取り

入れるととも

に、食文化を継

承する 

●地産地消の推進 ・道産食材に対する理解と利用の拡大

を図るため、食材の特徴や調理方法等

の情報の発信 

・道産食材に対する理解の促進 

4 食に対する

感謝の気持ち

を忘れず、食へ

の関心を高め

つ 

●食農教育の推進 ・食や農の体験の機会を増やし、次世

代に広がる教育の推進 

・生産者や食品関連者を含む消費者と

の交流の促進 

●食べきり運動の普

及啓発 

・「食べきり運動」のキャンペーン啓発 

●食品ロス月間の普

及啓発 

・10 月の「食品ロス月間」の啓発 

●防災と食に関する

啓発 

・防災食育センターを利用した体験や

学習の促進 

●ボールパークでの

食の啓発 

・多世代が交流するボールパークでの

食や農、健康等を連動させた体験機会

の提供 
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（２） ライフステージ別の推進 

 食育の推進にあたっては、妊娠期（胎児期）から高齢期まで、生涯にわたって

絶え間なく食育を推進していくことが求められています。あらゆる世代におい

て、そのライフステージに応じた正しい知識を得て、さまざまな体験をとおして

自ら食育の推進のための活動を実践することが大切です。 

 食に関心を持ち楽しむ心や、広い社会的視野を持った豊かな人間性を育むよ

う、（１）で示した分野別の施策に、世代ごとの特徴の視点を併せて示すことで、

効果的に食育を推進します。 

 

世代 年齢のめやす 具体的な取り組み 

妊娠期  健康な子どもを産み育てるための身体づく

りの推進 

乳幼児期 0 歳～5歳 生活習慣の基礎づくりの推進 

学齢期 6 歳～15 歳 規則正しい生活習慣確立の推進 

青年期 16 歳～39 歳 生活習慣病予防と家庭において子どもたち

への食育を推進する力の育成 

壮年期 40 歳～64 歳 生活習慣病予防の推進 

高齢期 65 歳以上 バランスの良い食生活の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：子ども食堂 

 子ども達のために無料又は低額で食事を提供する子ども食堂は、子どもの孤

食の解消や食に関する学習、さらには地域交流の場などの役割を果たしていま

す。 

令和３年１２月現在で、市内に３か所の子ども食堂があります。各子ども食

堂の担当者の方からお話を聞いて、共通していたことは「子ども食堂は、子ど

もだけではなく、地域みんなが集まる場。誰が貧困等で困っている子どもか探

すのではなく、たくさん来てくれる参加者の中にもしも困っている子どもがい

たら、結果的にその子達の居場所になればいい」という想いでした。提供する

食事の食材は、地域の農家さんやご近所さん、業者さんの応援をもらっている

そうです。また、家庭からの余剰食品を子ども食堂に持ち寄ってもらうフード

ドライブを呼び掛ける取り組みも始まっています。子ども食堂は、運営するス

タッフの方はもちろん、運営を支える地生産者や地域の方々がいるからこそ成

り立っています。みなさんも、子ども食堂に行って、おいしいごはんを一緒に

食べませんか。 
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① 妊娠期～健康な子どもを産み育てるための身体づくりの推進 

 妊娠前から妊娠期に至る期間は、健康な子どもを産み育てるためのスタート

の時期です。 

 この時期の極端な低体重や低栄養は、母体の健康だけでなく、生まれてくる子

どもの健康にも影響を及ぼします。妊娠前の体格や妊娠中の体重増加が、胎児の

発育に関係しており、低出生体重児の場合、神経学的・身体的な合併症のほか、

糖尿病、高血圧、腎機能低下などの生活習慣病を発症しやすいことが分かってい

ます。また、妊娠期の肥満は、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病につながり、妊婦

や胎児のリスクが高くなります。 

 妊娠期は、お母さんの健康と赤ちゃんの健やかな発育にとって重要な時期で

す。生まれてくる子どものためにも、栄養バランスを考えた食生活を実践してい

くことが大切です。 

 妊娠中の健康な体づくりとともに、生まれてくる子どもや自分の健康に関心

を持つことができるような取り組みを推進します。 

 

[取り組みの内容] 

・母子健康手帳交付時やマタニティスクールで、妊娠期の健康に配慮した食に関

する知識の普及や相談を行います。 

・妊娠する前の世代に、食や生活リズムについての啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：子どもノート 

 子どもノートは、これから子どもを育てていく保護者を応援するために作ら

れた冊子です。各学会のガイドラインや食事摂取基準をもとに、全国の保健師

や栄養士が作成しました。北広島市の乳幼児健診では、子どもノートを基に保

健師、栄養士がお話しています。 

子どもは、もともと自分自身で育つ力を持って生まれてきます。子どもノー

トは他の子と比べて焦ったりせず、わが子の成長・発達する姿を広い目、長い

目で見ていけるような内容になっています。 

ただ、子どもの成長・発達には共通する部分があり、その順序はみな同じで

す。また、母乳やミルクから大人と同じように３回の食事で必要な栄養がとれ

るように、成長に合わせて食の形態を変える必要があります。子どもノート

は、その共通するところを月齢ごとにまとめて載せてあり、生活リズム、食

事、睡眠、運動など少し先の子どもの様子を見通して、今できることを考える

ことができます。 
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② 乳幼児期～生活習慣の基礎づくりの推進 

 乳幼児期は、心身の機能や食行動の発達が著しい時期です。食生活をはじめと

する生活習慣を身に付ける上で、この時期の保護者の意識や行動はとても大切

です。安定した人間関係の中で食を楽しみ、食育の知識を体験から身につけ、望

ましい生活リズムを定着させて、生涯にわたる健やかな暮らしの基礎を身につ

ける時期です。 

 乳幼児期にしっかりした生活習慣の基礎が身につくよう、保護者も含めた食

育の推進に取り組みます。 

 

[取り組みの内容] 

・乳幼児健診時に、教材（子どもノート）を用いて、身体や脳の成長発達と食の

関係についての指導の充実を図ります。 

・乳幼児の歯科健診で、歯みがき指導や希望者にフッ素塗布を行い、習慣化を図

ります。 

・規則正しい生活リズムを身につけられるよう取り組みます。 

・家族そろって朝食を摂ることを推進します。 

・食への関心を高めるよう、乳幼児や保護者を対象とした料理や食農体験などの

子育て支援センターや地域で体験教室を実施します。 

・保育園や幼稚園等の給食を利用して、望ましい食習慣マナー、好ましい人間関

係づくり、地元食材や行事等を学ぶ機会とします。 
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③ 学齢期～規則正しい生活習慣確立の推進 

 学校や部活動、塾等、家の外での生活が増えてくるので、自らが自分の健康に

関心を持ち、食と健康についての知識を習得する必要がある大切な時期です。 

 現代の社会状況の変化に伴って、この時期の子どもの食をはじめとする生活

習慣の乱れがやせや肥満などの健康問題につながっています。自分が食べる物

を保護者やまわりから提供されるだけでなく、自分で選択を始める時期でもあ

ります。 

集団生活の中で食について仲間と共に学ぶことは、心身の成長を促し、生涯に

わたる健全な食生活の実践のための基礎になります。学校、家庭、地域が連携し、

子どもが、家庭での共食、学校給食をはじめ、調理体験、農業体験などのさまざ

まな食体験の中から、食に関する自己管理能力を養うことができるように推進

します。 

 

[取り組みの内容]  

・朝食の習慣づけを推進します。 

・生活習慣病予防の観点から、児童生徒が食について関心と正しい知識が持てる

よう推進します。 

・歯科健診を実施し、歯や口の健康に関心を持ち、よく噛んで食べるよう指導し

ます。 

・学校給食を利用して、望ましい食習慣やマナー、好ましい人間関係づくり、地

元食材を学ぶ機会とします。 

・食の情報について学校から発信し、家庭や地域との連携を図ります。 

・料理体験学習、イベント等を実施し、子どもの食に関する関心を高めます。 

・農作業や収穫の体験を通して、地元で採れる旬の食材や生産の過程等に関して

知識を広め、食への感謝を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 計画の理念と進むべき方向性 

38 

 

④ 青年期～生活習慣病予防と家庭において子どもたちへの食育を推進する力

の育成 

家庭や学校といった食育の場から離れて、自己管理によって食を実践してい

く時期です。自由に買い物や飲食をし、外食の機会が増えるなど、個々の食習慣

や価値観が食を大きく左右する時期でもあります。また、家庭を持ち、子どもた

ちへの食育に取り組む時期でもあります。 

生活習慣病について正しい知識を持ち、自分に合った食生活や健康管理の方

法を実践できるように推進します。 

 

[取り組みの方法] 

・健康診査を積極的に受け、自分の健康状態を正しく知ることができるよう支援

します。 

・朝食の習慣づけを推進します。 

・イベント等を実施して食に関する正しい情報を提供します。 

・家庭において子どもたちに食育を指導できるよう支援します。 

 

 

⑤ 壮年期～生活習慣病予防の推進 

 社会や家庭で重要な役割を担う年代です。さらに、これまでの食生活を含めた

生活リズムの乱れに起因する生活習慣病が顕著になる時期でもあります。健康

への関心が高まるこの時期に、自分に合った食生活を実践することが必要です。 

 毎日の食事が健康な身体をつくる基礎であることを理解し、健全な食生活を

実践し、生活習慣病を予防できるよう、またその健全な食生活を家庭や地域に伝

達できるよう推進します。 

 

[取り組みの内容] 

・健診結果等で分かる健康状態に応じて、食生活など生活習慣の見直し等につい

て訪問指導や健康相談体制の充実を図ります。 

・イベント等を実施して食に関する正しい情報を提供します。 
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⑥ 高齢期～バランスの良い食生活の推進 

 身体機能が低下し、健康問題も表面化しやすい時期です。栄養の過不足による

疾患や口腔機能の低下による問題もみられる時期です。自分の健康状態に合わ

せた望ましい食習慣を継続し、自分の健康管理に努めて元気でいきいきと生活

することが大切です。 

 豊かな知識や人生経験を活かし、食に関する知識や食文化を次世代へ伝え、心

身ともに豊かな生活を目指せるよう推進します。 

 

[取り組みの内容] 

・健診結果等でわかる健康状態に応じて、食生活など生活習慣の見直し等につい

て訪問指導や健康相談体制の充実を図ります。 

・イベント等を実施して食に関する正しい情報を提供します。 

・低栄養の予防について、対象や相談体制を検討します。 

 

コラム：塩と腎臓の関係 

 人間のからだは、0.9％という塩分濃度に常に保たれています。0.8％になっ

ても1.0％になっても人間は生きていけません。 

 しょっぱいものを食べると、水をたくさん飲みたくなるのは、塩分を摂った

分、水分も身体に入れて、濃度を0.9％に保とうと身体が働くからです。このま

までは、身体の中が水浸しになりそうですが、そうならないのは、どうしてで

しょう？それは、腎臓が、身体全体の塩分量と水分量を 365日調整して、多く

摂り過ぎた分を「おしっこ」として出してくれるからです。 

 腎臓が1日におしっこから出せる塩分の量には限界があります。毎日健気に

働く腎臓を労るために、自分が摂っている塩分の量を気にしてみませんか。 
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